
令 和 ６ 年
５月17日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
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瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
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に
基
づ
く
許
可
申
請
の
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要（
環
境
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策
課
）
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土
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○
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整
備
課
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一
般
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技
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管
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課
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…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま

で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
柳
井
市
市
民
部
市
民
生
活
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

日
鉄
ド
ラ
ム
株
式
会
社

住

所

東
京
都
江
東
区
亀
戸
一
丁
目
五
番
七
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

日
鉄
ド
ラ
ム
株
式
会
社
柳
井
工
場

所
在
地

柳
井
市
南
浜
三
丁
目
一
番
二
号

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
三
号
の
金

属
製
品
製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
表
第
六
十
五
号
の

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

項
目

構

造

使
用
の
方
法

能

力

(本
／
時
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時

間
間
隔

一
日
当
た

り
の
使
用

時

間

季
節
的

変
動
の

概

要

六
三－

ホ

変
更
前

七
二
〇

（
既

設
）

連

続

八
時
間

変
動
な

し

変
更
後

〃

〃

一
三
時
間

〃

六
五

変
更
前

〃

（
既

設
）

〃

八
時
間

〃

変
更
後

〃

〃

一
三
時
間

〃

備
考

「
六
三－

ホ
」
及
び
「
六
五
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
六
十
三
号
の
金
属
製
品

製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
表
第
六
十
五
号
の
酸
又
は
ア
ル

カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設
を
い
う
。

一
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目

次
















㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

項
目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

六
三－

ホ

変
更
前

七

六

～

九
五
〇
、〇
〇
〇
五
〇
、〇
〇
〇

一
、
三
〇
〇

一
、
三
〇
〇

八
、
一
〇
〇

八
、
一
〇
〇

〇
・
〇
一

〇
・
〇
一

一
・
五

一
・
五

変
更
後

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
・
五

六
五

変
更
前

〃

六

～

八

四
〇

四
〇

五
八

五
八

三
一

三
一

三
九

三
九

一
八
五

一
八
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
一
一
・
二

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

㈢

汚
水
等
の
処
理
施
設
の
種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

項
目

構

造

能

力

(㎥
／
時
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

排
水
処
理
施
設

変
更
前

鋼

板

製

二
五

凝
集
沈
殿
・
ろ

過
・
活
性
炭
吸
着

連

続

八

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

変
更
後

〃

〃

〃

〃

一

三

時

間

〃

㈣

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

排
水
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

七

六

～

八

三
六

三
六

五
一

五
一

三
四

二
八

二
八

三
五

三
五

二
一
三

二
一
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
五
〇

処
理
後

変
更
前

〃

〃

一
四

一
四

八

八

二

二
三

二
三

一
・
八

一
・
八

〃

二
一
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
五
〇

二
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五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七

六

～

八

一
四

一
四

八

八

二

二
三

二
三

一
・
八

一
・
八

二
一
三

二
一
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
五
〇

山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
五
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

千
田
郷
土
地
改
良
区

令
和
六
、

五
、

七

公

告

（
九
三
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
五
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

千
田
郷
土
地
改
良
区

理

事

髙
谷

恭
子

周
南
市
大
字
安
田
一
二
八
八

（
九
四
）
一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
六
年
五
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託

㈠

業
務
の
名
称
及
び
数
量

土
木
施
設
デ
ー
タ
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務

一
式

㈡

業
務
の
内
容

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

履
行
期
間

契
約
締
結
の
日
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

㈣

履
行
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
課

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

三
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び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
六
年
山
口
県

告
示
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
の
設
計
及
び
開
発
に
つ
い
て
業

務
の
委
託
の
特
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務

委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

令
和
六
年
五
月
十
七
日
午
前
九
時
か
ら
同
月
三
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
、
山
口
県
土
木
建
築
部
技

術
管
理
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
土
木
施
設
デ
ー
タ
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
一
般
競
争
入
札
の
実

施
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
課

㈢

受
領
期
限

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日
午
後
五
時
十
五
分
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
六
年
六
月

二
十
八
日
午
前
十
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
入
札
室

㈡

日
時

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
午
前
十
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
六
年
六
月
十
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話
〇

八
三－

九
三
三－

三
九
一
五
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
六
四

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
contract:T
echnical
M
anagem
ent
D
ivision,Public
W
orks
and

C
onstruction
D
epartm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
ature
and
quantity
of
the
services
to
be
required
:System
developm
ent
to
utilize

data
of
civil
engineering
facilities
(as
show
n
in
the
specification)

⑶

Perform
ance
period
:
F
rom
the
day
after
the
date
of
the
contract
until
M
arch
31,

2025

⑷
Place
of
perform
ance:T
echnicalM
anagem
ent
D
ivision,Piblic
W
orks
and
C
onstruc-

tion
D
epartm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑸
D
ivision
in
charge
of
the
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:T
echnical

M
anagem
ent
D
ivision,Public
W
orks
and
C
onstruction
D
epartm
ent,Y
am
aguchiPrefec-

tural
G
overnm
ent,1-1
T
aki-m
achi
Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-3640)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:5
:15
P.M
.June
27,2024
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企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
十
七
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘

田

隆

彦

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
十
八
号
中
「
私
人
」
を
「
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第

二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
十
条
中
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め

る
。第

七
十
二
条
中
「
令
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
委
託
に
係
る
支
出
事
務
の
検
査
）

第
八
十
九
条

管
理
者
は
、
総
務
課
長
を
し
て
、
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
支
出
の
事
務

に
つ
い
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
検
査
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
九
条
の
二
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三

第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
一
条
中
「
準
用
さ
れ
る
」
を
「
準
用
す
る
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
六
年
五
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
五
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


